
～児童手当についての大切なお知らせ～

お問い合わせ

〒838-0126 福岡県小郡市二森1167-1

■小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」

小郡市子ども育成課 医療・手当係
TEL 0942-72-6666(内線742)
（受付時間：平日8:30～17:00）

１．変更後内容

２．支給額

①支給対象年齢の拡大

18歳まで（平成18年4月2日以降生まれ）の児童がいる世帯が支給対象となります。

②所得制限撤廃

上記①に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

③多子加算の拡充

第3子以降の児童は児童1人あたり支給額が一律3万円となります。

また、第3子以降加算の算定基準が児童手当受給者が経済的な負担等がある大学生年代

から数えて3番目以降の児童となります。

④支給回数が年3回から6回へ

児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

※支払日は10日（10日が金融機関の休日の場合はその直前の営業日）

３．申請期限

■令和6年10月31日（木）【必着】
制度改正の申請については、上記の期限内に提出された場合は10月・11月分の児童手当を令和6年12月に
支給します。上記の期限を過ぎて提出された場合は、支給月が遅れますが10月分まで遡及して支給します。
申請の最終期限は令和7年3月31日（月）【必着】です。最終期限を過ぎてしまうと申請月の翌月分からの
支給となりますのでご注意ください。

第1子・第2子 第3子以降

3歳未満 15,000円
30,000円

3歳以上～高校生 10,000円

※あすてらすは毎週水曜日
（祝日の場合は翌木曜日）
が休館日となりますが、申
請の受付は行っております。
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４．申請対象者

下記の書類を同封の返信用封筒にて返送または小郡市子ども育成課窓口まで直接
提出してください

現在小郡市から児
童手当（特例給
付）を受けている

高校生年代
の児童を養
育している

高校生年代までの児
童と大学生年代の子
どもを合わせて3人
以上養育している

大学生年代の
子どもを養育
している

所得超過で支給対象
外である

高校生年代のみの児
童を養育しているま
たは高校生年代の児
童と大学生年代の子
どもを養育している

大学生年代のみの子
どもを養育している

大学生年代の子ども
がいて、中学生まで
の児童と合わせて3人
以上養育している

高校生年代の児童
が算定児童（※）
として登録されて
いる
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支給対象外

５．支給手続き

に該当する方：手続き不要です。
高校生年代の児童がいる場合および児童が3人以上いる場合、職権で額改定（増額）します。

に該当する方：手続きが必要です。
・児童手当額改定認定請求書
・児童手当別居監護申立書（高校生年代の児童と別居している場合のみ必要）
※様式は市ホームページからダウンロードできます。

に該当する方：手続きが必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・高校生年代の児童が算定児童として登録されていない場合は、 の手続きも必要となります。

に該当する方：手続きが必要です。
・児童手当新規認定請求書
・児童手当別居監護申立書（高校生年代までの児童と別居の場合のみ必要）
※様式は市ホームページでダウンロードできます

・監護相当・生計費の負担についての確認書（高校生年代までの児童と大学生年代の子どもを合わせて3人以上
養育している場合のみ必要）

いいえ

いいえ

■高校生年代の児童=平成18年4月2日から
平成21年4月1日までに生まれ
■大学生年代の子ども=平成14年4月2日か
ら平成18年4月1日までに生まれ
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C

児童手当受給者が公務員である場合は勤務先へ、受給者が小郡市以外に在住の場合はお住まい
の市町村へお問い合わせください。※受給者は父母のうち所得の高い者となります。

※児童手当の支払い対象ではないが、児
童数にカウントする児童のこと。別居し
ている等の理由で、あえて算定児童とし
て登録していない場合を除き原則登録さ
れています。
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